
令和６年５月２２日 

５・６年生保護者 殿 

新宮町立新宮東小学校 

校 長  稲 津 一 徳 

 

性の健康と権利に関する教育の実施について 

 

日頃より、本校の教育活動に御理解、御協力いただき感謝申し上げます。 

さて、福岡県では、福岡県性暴力根絶条例に基づいて、県内の小・中・高等学校において、専門家

による性の健康と権利に関する教育を実施しております。 

この教育は、社会の中で自他の安全を守って生活するための基本的なスキルを身につけることを目

的としており、その中で性被害のことやもし被害にあった場合に助けを求めることの大切さや方法も

学びます。そこで、本校では、下記のとおり５・６年生を対象として授業を実施しますので保護者の

皆様にお知らせします。 

 

記 

 

１ 日時 

令和６年６月１３日（木曜日）１校時：５年１組  ２校時：５年２組 

３校時：５年３組  ４校時：５年４組 

 

令和６年６月１４日（金曜日）１校時：６年１組  ２校時：６年２組 

３校時：６年３組  ４校時：６年４組 

２ 講師 

福岡県性暴力対策アドバイザー 

３ 講義内容 

（１） 境界線ってなに？ 

（２） 性の境界線 

（３） 性暴力にあったとき 

４ その他 

受講にあたり、児童に配慮が必要であるなどの事情がある場合は、各担任にご連絡ください。 

http://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/oshirase_bouryoku-310418.html

